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公布された条例等のあらまし

（条例第44号）◇職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

災害派遣手当の支給対象職員に、大規模災害からの復興に関する法律の規定により本県に派遣された職員のうち、

住所又は居所を離れて本県の区域に滞在することを要する職員を追加することとした。（第15条の10関係）

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第45号）◇知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

⑴ 島根県ひとにやさしいまちづくり条例に基づく事務のうち、建築基準法に規定する建築物に係る次の事務を江津

市及び雲南市に権限移譲することとした。（第２条の表第８号関係）

ア 公共的施設に係る適合証の交付

イ 特定公共的施設の新築等の届出の受理

ウ イの届出をした者に対する必要な指導及び助言

エ イの届出をしないで特定公共的施設の新築等の工事に着手した者に対する勧告及び立入調査

⑵ 農地法に基づく事務のうち、次の事務を浜田市に権限移譲することとした。（第２条の表第31号関係）

ア 農地の転用の許可

イ 島根県農業会議の意見の聴取

ウ 国又は都道府県が農地の転用を行う場合の当該国又は都道府県との協議

エ 農地等の転用のための権利の設定又は移転の許可

オ 国又は都道府県が農地等の転用のため権利を取得しようとする場合の当該国又は都道府県との協議

カ 立入調査、測量又は物件の除去若しくは移転

キ 占有者への立入調査等の通知又は公示

ク 所有者等に対する損失の補償

ケ 島根県農業会議又は農業委員会からの報告の徴取

コ 違反転用に対する監督処分

サ 違反転用に対する原状回復等の措置又は公告及び費用の徴収

⑶ 旅券法の一部を改正する法律の施行に伴う規定の整理（第２条の表第36号関係）

⑷ その他規定の整理

２ 施行期日

平成26年４月１日から施行することとした。ただし、１の⑶については、旅券法の一部を改正する法律の施行の日

から施行することとした。

（条例第46号）◇島根県手数料条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

一般旅券の記載事項の訂正に係る手数料の規定を削除することとした。（別表３の項関係）

２ 施行期日

旅券法の一部を改正する法律の施行の日から施行することとした。

（条例第47号）◇島根県介護保険審査会条例の一部を改正する条例
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１ 条例の概要

⑴ 要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件を取り扱う合議体を構成する委員の定数は、３

人とすることとした。（第２条関係）

⑵ その他規定の整理

２ 施行期日

平成26年４月１日から施行することとした。

（条例第48号）◇島根県流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

⑴ 流水占用料を納付しなければならない者に、流水の占用の登録を受けた者を追加することとした。（第２条関

係）

⑵ その他規定の整理

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第49号）◇県税外収入金の延滞金徴収に関する条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

当分の間、延滞金の割合は、各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法の規定により告示された割合に

年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。）が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年

中においては、納期限の翌日から１月を経過する日以降の期間にあっては特例基準割合に年7.3パーセントの割合を

加算した割合とし、納期限の翌日から１月を経過する日までの期間にあっては特例基準割合に年１パーセントの割合

を加算した割合（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合）とするこ

ととした。（附則第４項関係）

２ 施行期日

平成26年１月１日から施行することとした。

（条例第50号）◇島根県留置施設視察委員会条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

⑴ 島根県留置施設視察委員会の委員の定数は、４人以内とすることとした。（第２条関係）

⑵ その他規定の整理

２ 施行期日

平成26年４月１日から施行することとした。
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職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成 25 年 12 月 20 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 44 号 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
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知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

平成 25 年 12 月 20 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 45 号 

知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正す

る条例 
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島根県手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成 25 年 12 月 20 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 46 号 

島根県手数料条例の一部を改正する条例 

�������	
��������	����������������

� 

!"#�$%�#��&'(�)���#�*�� 

+ ,


-./0�

1 2��	3(456��������67
���8�67�9:���-.�

0;<-.�� 


=>?@�

A 2��	�����B��������	!"#�$�CD3(2��	�

-.�0EB�FG�45�H��IJ�K�����LMNOPQ(R0S

�FGT45�H��IJ�K�����LMN3(UVWS�	��� 

 
7



 号外第 172 号         島  根  県  報        平成 25 年 12 月 20 日  

                                        

 

島根県介護保険審査会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成 25 年 12 月 20 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 47 号 

島根県介護保険審査会条例の一部を改正する条例 
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島根県流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成 25 年 12 月 20 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 48 号 

島根県流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例 
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県税外収入金の延滞金徴収に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。 

平成 25 年 12 月 20 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 49 号 

県税外収入金の延滞金徴収に関する条例の一部を改正する条例 
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島根県留置施設視察委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成 25 年 12 月 20 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 50 号 

島根県留置施設視察委員会条例の一部を改正する条例 
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